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第１ 総則 

   この実施細目は、目黒区マンション建替法容積率許可要綱（平成 30年３月 30日付、
目都建第 1352号。以下「許可要綱」という。）に基づき定めるべき事項及び許可要綱を
施行するに必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 隣地の取り込み 

   許可要綱第２章第１の１(2)の要除却認定マンションの敷地に比べて著しく大きい隣
地を取り込んだ建替えとは、計画敷地を要除却認定マンションの敷地又はその部分に
加え、隣接する敷地を含むものとする場合において、計画敷地となる要除却認定マンシ
ョンの敷地又はその部分の面積が計画敷地面積の２分の１未満となるものをいう。 

 

第３ 特例施設  

 １ 特例施設 

   許可要綱第２章第１の１(3)アの実施細目で定める施設は、建築基準法(昭和 25年法
律第 201 号。以下「法」という。)第 48 条に適合する次の用途に供する床面積の合計
が 1,000平方メートル以下のものとする。 

  （１）防災備蓄倉庫 

  （２）保育所 

  （３）診療所（患者の収容施設が無いものに限る。） 

  （４）日用品の販売を主たる目的とする床面積 150平方メートル以下の店舗 

 ２ 用途入替 

   建替え前の建築物における住宅以外の用途とされた床面積相当分までは、従前の用
途にかかわらず、法第 48条に適合する用途に供することができる。 

 

第４ 危険防止の措置 

 １ 危険防止の措置 

   許可要綱第２章第１の１(8)イ及び第３章第２の１(6)に規定する危険防止の措置は、
次のアからエまでのいずれかのものとする。 

   ア 外壁の開口部を開閉しない仕様とするもの 

   イ 外壁の開口部の前面のバルコニーに安全上の補助的対策が講じられた手
すりが設けられているもの 

   ウ 自然換気等の目的で設けられる開口部等で、ガラリ等の覆いが講じられ
ているもの 

   エ その他、ア、イ又はウに準ずるもの 

２ 危険防止の措置が不要な開口部 

  法等において、非常時等に開放が求められるもの 
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第５ 公開空地の質の基準 

許可要綱第３章第２の１(5)の実施細目に定める基準は、各評価項目について第６
の(1)表６－１の評価区分欄Ａ、Ｂ又はＣに掲げるものとする。 

 

第６ 公開空地の計画適合評価 

許可要綱第４章第２の１ (2)の実施細目で定めるところによる評価は、次に
掲げるものとする。 

（1） 公開空地の質の評価点数 

公開空地の質の評価点数は、表６－１の評価内容欄に定めるところに
より算定した数値の該当する評価区分欄の評語に応じて評価点数欄に定
める点数とする。 

表６－１  

評価項目 評価内容 評価区分 評価点数 

周辺の緑と

の連続性 

・「公園その他の緑

地、公開空地、道路

及び河川（以下「周

辺の緑」という。）

に接する部分の長

さ」に占める「周辺

の緑沿いに設ける一

定以上の幅を確保し

た緑の延長」の割合 

A:70％以上 

B:60％以上 70％未満 

C:50％以上 60％未満 

D:50％未満 

20 

15 

10 

0 

樹種の多様

性 

・高木本数（既存樹

木を含む。）に対す

る落葉高木の割合 

A:50％以上 

B:40％以上 50％未満 

C:30％以上 40％未満 

D:30％未満 

15 

10 

5 

0 

既存樹木の

保全・活用 

・「地上高さ1.2mに

おける幹周り60cm以

上の保全・活用すべ

き既存樹木」の保

全・活用割合 

A:50％以上 

B:25％以上 50％未満 

C:0％超え 25％未満 

D:0％ 

15 

10 

15 

0 

樹高の高い

木の植栽 

・生育に必要な土壌

厚さを確保した樹高

の高い木（既存樹木

を含む。）の平均樹

高 

A:7ｍ以上 

B:6ｍ以上 7ｍ未満 

C:5ｍ以上 6ｍ未満 

D:5ｍ未満 

20 

15 

10 

0 
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(2) 計画適合評価  

計画適合評価は、１により算定した各項目の評価点数を合計し、表６－２の
区分に応じて適用するものとする。  

表６－２  

評価点数合計 80以上 61以上
80未満 

40以上
61未満 

40未満 

計画適合評価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

（3） 植栽条件等  

１の評価に当たっての取扱いは、下記によるものとする。 

（ァ）高木  

樹高が 3 メートル以上の樹木とする。  

（ィ）公園その他緑地沿いの緑化  

    公園その他の緑地（計画敷地に対して道路の反対側にある公園その他の緑
地を含む。）沿いにおいては、緑の幅は５メートル以上とすること。  

（ゥ）公開空地、道路、河川沿いの緑化  

  公開空地（計画敷地に対して道路の反対側にある公開空地を含む。）、道路
及び河川沿いの緑の幅は５メートル以上とすること。ただし、歩道のない道
路又は河川管理用通路のない河川沿いの緑の幅は２メートル以上とすること
ができる。  

（ェ）計算方法等  

芝生・水面

等による被

覆 

・一定以上（10㎡以

上のまとまり）の芝

生地の面積及び水面

面積の広場状空地面

積に占める割合 

A:10％以上 

B:5％以上 10％未満 

C:0％超え 5％未満 

D:0％ 

10 

8 

5 

0 

建築物上の

緑化 

・道路に面する地盤

面からの高さが20ｍ

までの部分の壁面面

積に対する緑化、屋

上緑化及びベランダ

緑化の面積の割合 

A:15％以上 

B:10％以上 15％未満 

C:5％以上 10％未満 

D:5％未満 

10 

8 

5 

0 

生物多様化

の保全 

・「生物の生息空

間」の面積の広場状

空地面積に占める割

合 

A:10％以上 

B:5％以上 10％未満 

C:0％超え 5％未満 

D:0％ 

10 

8 

5 

0 
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ア  緑の幅は、適切な間隔に植栽されている高木により確保するものとし、
高木の樹高に 0.7 を乗じて得た樹冠幅から算定する。  

イ  法令、基準等により緑の幅を確保することができない場合は、当該部分
の長さは周辺の緑に接する部分の長さに算入しない。  

ウ  既存樹木の保全活用の評価の場合に限り、公開空地以外の部分にある
既存樹木も評価の対象とする。  

また、区長等からの保全・活用の要望のある樹木については、幹周りが  

60 センチメートル未満であっても評価対象とする。  

エ  樹高の高い木とは、植栽時又は既存樹木の高さが３メートル以上のも
のとする。  

オ  芝生地及び水面の面積の算出に当たっては、樹冠下等の緑化計画上の
緑地面積として算出される部分を除く。  

（4）公開空地の質係数確認シートの提出  

   許可要綱第４章の第２の１（2）で定める公開空地の質係数を適用しよう
とする者は、許可申請時に、公開空地の質係数確認シート（様式 9）を提出
すること。  

 

第７ 住宅性能による評価 

許可要綱第４章第２の１(2)で定める住宅性能係数を適用しようとする者
は、表７に掲げる資料をそれぞれの提出時期に提出すること。  

表７  

提出時期 提出資料 

許可申請時 住宅性能各分野別評価予定調書（様式３） 

確認済証交付
後速やかに 

住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 

号。以下「住宅品確法」という。）第６条第１項の規定に基づ
く設計住宅性能評価書の写し又はこれに準ずるもの 

検査済証交付
後速やかに 

住宅品確法第６条第３項の規定に基づく建設住宅性能評価
書の写し又はこれに準ずるもの 

 

第８ 環境性能等 

許可要綱第４章第２の１(2)の環境性能係数のうち、計画建築物の用途が
住宅以外の用途である場合の「優れた取組」並びに計画建築物の用途が住
宅である場合の「優れた取組(1)」、「優れた取組(2)」、「優れた取組(3)」及
び「優れた取組(4)」として実施細目に定めるところは、「新しい都市づくり
のための都市開発諸制度活用方針」（平成  15 年６月東京都都市整備局策定。
以下「活用方針」という。）に従い、以下のとおりとする｡ 
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計画建築物の用途が住宅以外である場合の「優れた取組」は、活用方針
の第８章５(2)の(2)-1 から(2)-4 までに掲げる「誘導水準」のすべてに適合
すること。  

また、計画建築物の用途が住宅である場合の「優れた取組(1)」、「優れた
取組(2)」、「優れた取組(3)」及び「優れた取組(4)」は、下表に定めるとこ
ろによる。  

 
活用方針第８章５(2)に掲げる基準 

優れた取組(1) (2)―１に掲げる「誘導水準」に適合すること。 

優れた取組(2) (2)―２に掲げる「誘導水準」に適合すること。 

優れた取組(3) (2)―３に掲げる「誘導水準」に適合すること。 

優れた取組(4) (2)―４に掲げる「誘導水準」に適合すること。 

 

第９ 環境性能の取扱 

１ 評価対象について 

 活用方針第８章５(2)の(2)-1の基準に係る評価にあっては、以下に掲げるところによる。
ただし、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成27年法律第53号。以下
「建築物省エネ法」という。）第20条各号のいずれかに該当する建築物は、評価の対象外と
する。 

(1) 住宅におけるBEIは、原則として、住宅用途に供する部分の延べ面積（内部に間仕切壁
又は戸を有しない階又はその一部であって、延べ面積に対する常時外気開放された開口
部の面積の合計の割合が20分の１以上であるものの延べ面積を除く。(2)及び(3)におい
て同じ。）が 2,000 ㎡以上である建築物を算定の対象とする。 

 なお、BEIは環境都市規定取扱い指針による。 

(2) 住宅以外の用途における BPIは、原則として、次のアからキまでに掲げる用途に
供する部分の延べ面積の合計が 2,000 ㎡以上である建築物を算定の対象とする。 

 なお、BPIは「都市開発諸制度の適用に関する環境都市づくりに係る規定の取扱い
指針」（令和２年 12月 24日付２都市政広第 49号）による。 

  ア 事務所、官公署その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類す  

るもの  

イ  ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類する
もの  

ウ  病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他エネルギーの使用の状
況に関してこれらに類するもの   

エ  百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに
類するもの  

オ  小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、各種学校その他エネ
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ルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの  

カ  飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関
してこれらに類するもの  

キ  集会場、図書館、博物館、体育館、公会堂、ボーリング場、劇場、アス
レチック場、スケート場、浴場施設、競馬場又は競輪場、社寺、映画館、
カラオケボックス、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状況に関して
これらに類するもの  

ク  工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火
葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの  

(3) 住宅以外の用途における BEI は、原則として、(2)のアからクまでに掲げる
用途に供する部分の延べ面積の合計が 2,000 ㎡以上である建築物を算定の対
象とする。ただし、建築物省エネ法第１８条各号のいずれかに該当する建築物
は、算定の対象外とする。 

２ 住宅用途及び住宅以外の用途に供する部分を含む建築物の場合 

(1) 再生可能エネルギー等の利用 

再生可能エネルギー等の利用の評価に当たっては、計画建築物全体における
数値をもって、住宅以外の用途部分及び住宅用途部分の取組とすることができ
る。 

(2) 環境性能係数の算定 

当該建築物の住宅以外の用途部分及び住宅用途部分に対するそれぞれの環境
性能係数 について、次式により加重平均を行って得た値を、当該建築物に適用
する環境性能係数 とする。 

γ＝（（住宅以外の用途部分の床面積の合計×住宅以外の用途部分の環境性能
係数）＋（住宅用途部分の床面積の合計×住宅用途部分の環境性能係数））
／（ 住宅以外の 用途部分の床面積の合計＋住宅用途部分の床面積の合計） 

なお、上式の取扱いは、下記によるものとする。 

ウ 住宅用途部分の床面積の合計は、BEI の算定の対象とした部分のみ
の床面積とする。 

 

第１０ 敷地の集約化 

１ 許可要綱第４章第２の１(2)のＫｙ：敷地規模別係数の項ただし書の敷地を
集約化したものとは、許可申請者が許可申請時より概ね 10 年前以内に集約先

ア 算出した数値の小数点第３位以下は切り捨てるものとする。 

イ 住宅以外の用途部分の床面積の合計は、BPI 及び BEI の算定対象 

とした部分のみの床面積とする。 
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の土地の権利を取得して当該敷地を形成したもの又は許可を受けた計画建築
物の敷地として集約化することについて集約先の土地の所有者全員の同意を
得ているものをいう。 

２ 敷地の集約化による割増しを受けようとする場合は、次の書類を提出するも
のとする。 

(1) 登記事項証明書 

(2) 集約化した敷地の面積求積図 

(3) 集約先の所有者全員の同意をもって集約化を行う場合は、様式１－４によ
る同意を得たことを証する書面 

 

第１１ 緑化の基準 

地上部緑化の基準  

許可要綱第４章第２の１(2)イの実施細目に定める緑化の基準は、「目黒
区みどりの条例  樹木等保全協議・緑化計画の基準」（平成 20 年目黒区み
どりと公園課）とする。  

なお、建築物の管理に必要な施設の設置などのため、屋上部の緑化面積
が建築物に対して著しく小さい場合は、計画敷地内の駐車施設や工作物の
緑化、広場の芝生化などに努めること。また、緑化にあたっては、ツリー
バンクなど既存の緑の活用に努めること。  

 

第１２ 防災による容積率の緩和 

１ 重点的に耐震化を図るべき建築物 

許可要綱第４章第２の２(1)イ(ｲ)及び(2)アの重点的に耐震化を図るべき建
築物とされている民間の特定建築物で実施細目で定めるものは、建替え前及び
建替え後における用途及び規模が、建替え前及び建替え後において次に該当す
るものとする。 

・複合用途の建築物の場合  

表 12－１に掲げる用途に該当する建築物の部分の床面積の合計が当該
計画建築物の延べ面積の過半を占め、表 12－１に掲げる用途に供する部分
の床面積をそれぞれの用途部分において、建築物の耐震改修の促進に関す
る法律施行令（平成 7 年政令第 429 号）第６条第２項の各号に定める規模
で除した数値の合計が１以上になるもの。  

表 12－1 

① 学校  

② 病院、診療所 
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２ 既存不適格マンション 

許可要綱第４章第２の２(1)イ(ｳ)の実施細目に定めるものは、次のいずれにも該
当するものとする。 

(1) 建替え建築物の全戸数のうち、1/2 以上が居住の用に供しているものである
こと。 

(2) マンション管理組合の集会又は総会において、建替えの推進について、区分
所有者及び議決権の 3/4 以上の賛成を得ていること。 

３ 敷地の集約化 

(1) 許可要綱第４章第２の２(3)の敷地の集約化による割増しは、許可申請者が
許可申請時よりおおむね 10 年前以内に集約先の土地の権利を取得して当該敷
地を形成した場合又は許可を受けた計画建築物の敷地として集約化することに
ついて集約先の土地の所有者全員の同意を得ている場合に限る。 

(2) 敷地の集約化による割増しを受けようとする場合は、次の書類を提出するも
のとする。 

ア  登記事項証明書  

イ  集約化した敷地の面積求積図  

ウ  集約先の所有者全員の同意をもって集約化を行う場合は、様式１－４
による同意を得たことを証する書面  

 

第 １３ 一時滞在施設の基準 

許可要綱第４章第２の３(1)ア(ｱ)の実施細目に定める基準を満たす一時滞
在施設は、次のとおりとする。 

１ 「一時滞在施設の確保及び運営のガイドライン（平成 27年２月 20日首都

③ 劇場、観覧場、演芸場、公会堂、映画館、集会場 

④ 百貨店その他の物品販売業を営む店舗、飲食店 

⑤ ホテル、旅館 

⑥ 賃貸住宅（共同住宅に限る。）寄宿舎  

⑦ 事務所  

⑧ 老人ホーム、保育所、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類する
もの 

他こ れらに類するもの

⑨ 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに
類するもの 

⑩ 銀行  

⑪ 車両の停車場（バスターミナル等） 
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直下地震帰宅困難者等対策協議会）」に沿って整備及び運営が行われるよう
努めること。 

２ 次の基準を満たす防災備蓄倉庫を整備すること。 

(1) 許可要綱第３章第２の４(1)の防災備蓄倉庫に加えて、待機スペース面積の
０.０１５倍以上の面積を有していること。 

(2) 待機スペースのある階から最長歩行距離４層以内に１か所以上設けて
いること。 

３ 次の基準を満たす自家発電設備を整備すること。 

(1) 許可要綱第３章第２の４(2)アで必要とされる出力数に加えて、待機スペー
ス面積当たり０.０２ｋＷ/㎡を加えた出力数以上とすること。 

(2) 許可要綱第３章第２の４(2)イで必要とされる貯蔵量の算出方法において、
Ｈを次式に置き換えて算出した数量以上の燃料を貯蔵するための施設を整備
すること。ただし、その他これらと同等以上の性能を有する動力源を整備する
場合は、この基準によらないことができるものとする。 

 

48×(0.018×A業＋0.014×A他)＋12×0.006×A住＋72×0.02×A待 

Ｈ：Ｈ＝ 

0.018×A業＋0.014×A他＋0.006×A住＋0.02×A待 

 

 

A 業 ：業務用途の延べ面積※ 

A 住 ：住宅用途の延べ面積※ 

A 他 ：その他の用途の延べ面積※ 

A 待 ：待機スペースの延べ面積※ 

※自動車車庫及び駐輪場の用に供する部分は除く 

 

４ 一の建築物の待機スペースの面積の合計は、原則として２００㎡以上である
こと。ただし、目黒区からの要請がある場合はこの限りではない。 

５ 待機スペースは、原則としてエントランスホール、ロビー、集会場、多
目的ホール、 貸会議室その他これらに類する建築物の屋内部分であるこ
と。  

６ 帰宅困難者のトイレ対策について配慮すること。 

７ 一時滞在施設としての指定、大規模災害時の運用等について目黒区と協
定又は協定に代わるもの（以下「協定等」という。）を締結すること。協定等の締
結に当たっては、目黒区と十分に協議すること。 
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第 １４ カーボンマイナスの取組に対する評価の方法等 

許可要綱第４章第３の２の計画建築物が第３章第２の３(1)ア又は同(2)

アの基準（環境性能等）を満たすことが著しく困難と認められる場合の取
扱いは、環境都市づくり規定取扱い指針によるものとする。 

 

第１５ 周辺関係区の長の意見聴取 

敷地が他区にまたがる場合など特に必要と認める場合は、周辺関係区の
長の意見を聴取することができる。  

 

第１６  許可要綱に基づく許可申請等  

  １  許可申請  

(1) 許可申請をしようとする者は、マンションの建替え等の円滑化に関す  

る法律施行規則（平成  14 年国土交通省令第  116 号。）別記第  14 号様
式による許可申請書に、申請理由書、  別表に掲げる図書を添えて、区長
に提出しなければならない。  

(2)  (1)の許可申請をしようとする者は、当該許可を申請する前かつ、要
除却認定マンションが現に存する時点に、区長に事前協議を行うことと
し、事前協議に必要な図書及びその部数は、その都度指示する。  

(3) 建築主は、要綱第３章第２(2)の１エに定める駅前広場による割増容
積率を適用する場合又は要綱第４章第２の３ (2)(ㇰ)に定める公共交通の
用に供する空間による容積率の緩和を適用する場合、表 16-4 に掲げる
資料を、目黒区の確認を受けた後に区長に提出するものとする。  

  その他、取扱いについては、「都市開発諸制度の適用に関する駅とま
ちが一体となる都市づくりに係る規定の取扱い指針」（平成 31 年３月
都市整備局策定）による。  

表 16－4 

提出時期 提出資料 

工事完了時 駅とまちが一体となる取組に関する工事完了報告書（参考様
式１） 

  ただし、開発区域内の工事が完了するまでに開発区域外の駅とまちが
一体となる取組に関する工事が完了しない場合は「駅とまちが一体とな
る取組に関する工事完了予定報告書」（参考様式２）を提出し、工事完
了後速やかに、駅とまちが一体となる取組に関する工事完了報告書（参
考様式１）を提出すること。  

(4) 許可申請をしようとする者は、計画建築物の敷地の用途地域の種別及
び計画建築物の高さ(建築基準法施行令（昭和  26 年政令第  388 号）第
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２条第１項第６号による高さ。以  下同じ。）に応じて下表のとおり交
通量、電波障害及び風害に係る環境調査を事前に行い、区長に当該調査
結果を報告するものとする。  

なお、区長が特に必要と認めるときは、下表で規定した事項以外のも
のに係る環境調査も併せて事前に行い、区長に当該調査結果を報告しな
ければならない。  

用途地域 計画建築物の
高さ 

交通量 電波障害 風害 

商業地域 100m以上 〇 〇 〇 

風洞実験を行うとともに、原
則として、風向・風速計を設
置し、建設前・後の観測を行
うこと 

 60m以上 〇 〇 〇 

 60m未満 ※〇 〇  

上記以外の
用途地域 

60m以上 〇 〇 〇 

風洞実験を行うとともに、原
則として、風向・風速計を設
置し、建設前・後の観測を行
うこと 

 45m以上 〇 〇 〇 

 45m未満 ※〇 〇  

※については、容積率割増しを受ける場合又は 50台以上の駐車場を設ける場合に
のみ行う。 

２  公聴会  

(1) 許可をしようとする場合において、計画建築物の高さが地域の種別に
応じて、下表の当該各欄に掲げる数値以上のものである場合その他必要が
あると認められるときは、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の
出席を求めて公聴会を行うものとする。  

地 域 計画建築物の高さ 備 考 

建築物の高さの最高限度

が定められている地域  

当該地域の高さの最高限

度を超えるもの  

その他周辺状況、
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上記以外の地域 

 

100ｍ  

建物特性等により

必要と認められる

建築物  

(2) 開催の周知  

公聴会を開催しようとするときは、開催の２週間前までに、公聴会の  

事由、期日及び場所を、建築主並びに許可に係る建築物の敷地境界線から
その高さの２倍の水平距離の範囲内にある土地又は建築物に関して権利を
有する者、当該範囲内に居住する者及び当該建築物による電波障害の影響
を著しく受けると認められる者（以下「利害関係人」という。）に周知し
なければならない。 

(3)  (1) の公聴会について必要な事項は、別に定める。 

３  近隣説明の実施  

(1) 許可申請をしようとする者は、許可申請に先立って、計画地の近隣住
民に対し建築計画について説明を行うものとする  

(2) (1)による説明の方法については、目黒区中高層建築物等の建築に係
る紛争の予防と調整に関する条例（昭和 53 年 12 月目黒区条例第 3０
号）に準ずるほか、区長との協議による。  

(3) 許可申請をしようとする者は、(1)により説明を行ったときは、その
内容について区長に報告しなければならない。  

(4) 法の規定に基づき都知事が特定行政庁となる建築計画については、許
可申請をしようとする者は、(1)中「説明を行うものとする。」とあるのは
「説明を行うよう努めること。」と、(3)中「報告しなければならない。」
とあるのは「報告するよう努めること。」と読み替え、近隣説明の実施に
努めるものとする。  

 

第１７ 許可、確認の申請前及び工事完了時の報告書の提出 

建築主は、表 17 に掲げる資料をそれぞれの提出時期に提出すること。  

表 17 
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また、建築物環境性能報告書に変更があった場合は、様式１－３による建築
物環境性能報告書（変更）により変更内容を届け出るものとする。  

なお、環境性能報告書（計画）及び建築物環境性能・電気自動車等の充電設
備報告書（完了）に係る取扱いは、環境都市づくり規定取扱い指針による。  

 

第１８  標示及び維持管理  

１  標示  

(1) 次の各号に掲げるものは、様式１の２による標示板により、マンション
の建替え等の円滑化に関する法律第  105 条第１項に基づいて設けられ
たものである旨を公衆に標示しなければならない。ただし、複数の標示が
必要な場合は、各標示内容を組み合わせて一つの標示板とすることがで
きる。  

エ  一時滞在施設を設けることにより容積率の割増しを適用した場合は、

提出時期 提出資料 

制度適用の決定時 ア 

 

イ 

ウ 

 

エ 

環境性能係数・エネルギーの面的利用の検討等の適

用に関するチェックシート（様式１-１ -１）   

緑化計画チェックシート（様式１ -２ -１）  

EV 及び PHEV 用充電設備の設置に関するチェッ

クシート（様式 1-1-4）  

バリアフリー性能基準チェックシート（様式

10）  

 確認申請時 ア 

イ 

建築物環境性能報告書（計画）（様式１-１ -２）  

緑化計画報告書（計画）（様式 1-2-2）  

工事完了時 ア 

 

イ 

建築物環境性能・EV 及び PHEV 用充電設備・エネ

ルギーの面的利用報告書（完了）（様式１-１ -３）   

目黒区みどりの条例（平成２年９月目黒区条例第 26

号）に基づき区長に届け出た緑化計画書完了届の写し 

ア  公開空地及び公共空地（以下「公開・公共空地等」という。）  

イ  住宅、サービス付き高齢者向け住宅等及びこどもすくすく住宅（設置し
た場合に限る。）の用途に供する部分  

ウ  敷地及び建築物の緑化面積により算定した容積率の割増しを適用した場
合は、敷地及び建築物の緑化部分  
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一時滞在施設  

オ  その他の公益施設等の整備により容積率の割増しを適用した場合は、
その他の公益施設等  

(2) (1)に定める標示板は、(1)の各号に掲げる標示の種類に応じ、次の表
の各号に定める設置場所に、当該各号に定める数以上設置しなければな
らない。ただし、公開・公共空地等の状況によりやむを得ないと認めら
れる場合は、その数を変更することができる。  

標示の種類 設置場所 公開・公共空地等の面積 数 

ア 敷 地 内 の 見 1,000 ㎡以下  ２箇所 

やすい場所 1,000 ㎡を超え 3,000 ㎡以下 ３箇所 

3,000 ㎡を超え 5,000 ㎡以下 ４箇所 

5,000 ㎡を超え 7,000 ㎡以下 ５箇所 

7,000 ㎡を超え 9,000 ㎡以下 ６箇所 

※以下、2,000 ㎡の区分ごとに 1 を加えた
数とする。  

イ 

ウ 

エ  

 

 

 

 

オ

敷 地 内 の 見 

やすい場所 

1,000 ㎡以下  

1,000 ㎡を超え 3,000 ㎡以下 

3,000 ㎡を超え 5,000 ㎡以下 

5,000 ㎡を超え 7,000 ㎡以下 

２箇所 

３箇所 

４箇所 

５箇所 

7,000 ㎡を超え 9,000 ㎡以下 ６箇所 

※以下、2,000 ㎡の区分ごとに 1 を加えた
数とする。  

主要な出入口  
 

１箇所 

  オ 目黒区との協議による。  

(3) (1)に定める標示板の規格は、次に定めるとおりとする。ただし、敷  

地の状況によりやむを得ないと認められる場合は、その大きさを変更す
ることができる。  

エ  前号の規定に関わらず、(1)エに掲げる標示板の大きさについては、各

ア  材質は、ステンレス板、銅板等で、耐候性、耐久性に富み、かつ、容易
に破損しないものとする。  

イ  堅固に固定したもの。  

ウ  大きさは、縦  100 センチメートル以上、横  70 センチメートル以上と
する。  
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標示内容と組み合わせて１つの標示板とする場合を除いて、縦  15 セン
チメートル以上、横  35 センチメートル以上とする。ただし、設置場所
の状況等により、この大きさとすることが著しく不合理と認められる場
合はこの限りではない。  

２  維持管理  

(1) 建築主は、マンション建替法容積率許可制度を適用した建築物を使用
する前に、公開・  公共空地等、電気の再エネ化率、１の(1)イからエま
でに掲げる特定の用途に供する部分（以下「特定の用途に供する部分」
という。）、公開空地の質、住宅性能、防災備蓄倉庫及び自家発電設備
の維持管理を適切に行うことについて、様式２による管理責任者選任届
及び誓約書を区長に提出しなければならない  

(2) 公開・公共空地等、電気の再エネ化率、特定の用途に供する部分、公
開空地の質、住宅性能、防災備蓄倉庫及び自家発電設備の管理責任者
は、次の各号に掲げる図書を保存するとともに、当該公開・公共空地等
が有効かつ適切に保たれるよう、特定の用途に供する部分が他の用途に
変更されることがないよう、公開空地の質、住宅性能、防災備蓄倉庫及
び自家発電設備が適切に保たれるよう維持管理し、その状況について、
様式３の２による管理報告書により、１年ごとに区長に報告しなければ
ならない。  

オ  様式１－１－３による建築物環境性能・EV 及び PHEV 用充電設備・
エネルギーの面的利用報告書  

(3) 建築主は、省エネルギー対策等による建築物の環境性能を適切に維持

管理するとともに、環境都市づくり規定の取扱い指針において、東京都

の確認が必要とされる改修等を行う場合は、工事着手前に様式３の３建

築物環境性能報告書（改修等）により、改修等を行う部分において、省

エネルギー対策等によるカーボンマイナスについて適切な配慮がなされ

ていることを報告しなければならない。  

(4) 建築物又は敷地を譲渡又は賃貸（以下「譲渡等」という。）しようとす
るときは、譲渡等をしようとする者は、譲渡等を受けようとする者に対し、
当該公開・公共空地等、特定の用途に供する部分、公開空地の質、電気の

ア  許可通知書  

イ  許可申請書の副本  

ウ  建設住宅性能評価書又はこれに準ずるもの  

エ  目黒区みどりの条例に基づき区長に届け出た緑化計画書完了届の写し
（敷地及び建築物の緑化面積により算定した容積率の割増しを適用した  

場合に限る。）  
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再エネ化率、住宅性能、防災備蓄倉庫及び自家発電設備の維持管理並びに
カーボンマイナスに関する報告について、(1)から(3)までに定める義務を
伴うものである旨を明示しなければならない。  

(5) (4)に掲げる譲渡等を受けた者は、 (1)から (4)までに該当する当該公
開・公共空地等、電気の再エネ化率、特定の用途に供する部分、公開空地
の質、住宅性能、防災備蓄倉庫及び自家発電設備の維持管理並びにカーボ
ンマイナスに関する報告に関する義務を継承する。  

 

第１９ 新聞、チラシによる広告 

建築主及び建築主の依頼を受けて建築物の設計、施工又は販売を行う者（以
下「建築主等」という。）が、当該建築物の概要を新聞、チラシ等により広告
する場合においては、次に定める事項を明示しなければならない。 

１  当該建築物は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第 105 条
第１項の規定により許可を受けたものであること。  

２  公開空地、第  18 の１(1)イからエまでに掲げる部分、防災備蓄倉庫
及び自家発電設備は他の用途に転用できないものであること。  

３  公開空地は、歩行者が日常自由に通行又は利用できるものであり、塀
その他の工作物等を設けることにより歩行者の通行又は利用を阻害しな
いこと。  

４  当該建築物に一時滞在施設が設けられている場合にあっては、大規模
災害時には、帰宅困難者の一時的な滞在に供する施設となる部分がある
こと。  

 

第２０ 公開空地、屋上緑化部分、敷地の緑化部分及び建築物の緑化部分の  

変更 

(1) 公開空地の種別及び形態若しくは屋上緑化部分及び敷地並びに建築物の緑化面
積により算定した容積率の割増しを適用した場合の屋上緑化部分及び敷地の緑化
部分並びに建築物の緑化部分（以下「緑化等」という。）の形態は、次に掲げる
場合のほかは変更してはならない。 

ウ その他軽微な変更で、区長が周囲の状況等から変更がやむを得ないと認めた
場合で、かつ、当該計画が許可要綱に定める基準の範囲内であるとき 

(2) 建築主、所有者又は管理組合等（以下「所有者等」という。）は、(1)に掲げ
る変更をしようとする場合、あらかじめ、様式４による公開空地変更申請書又は

ア 周辺の市街地の状況の変化等により、その変更が望ましいと認められる場合 

イ 建築物の利用状況の変化等により、その変更がやむを得ない場合で、かつ、 

当該変更が許可要綱に定める基準の範囲内であるとき 
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様式５による緑化等変更申請書を区長に提出し、その承認を受けなければならな
い。 

(3) (2)の規定により申請があった場合において、その変更が(1)の規定に適合して
いると認められるときは、当該申請者に対して、様式４－２による公開空地変更
承認書又は様式５－２による緑化等変更承認書を交付する。 

 

第２１ 改修時の取扱いの特例 

改修計画が公開空地の有効面積の増加を伴う場合に限り、許可要綱第４章第２
の１(2)で定める割増容積率を算定することができる。 

 

第２２ 公開空地等の一時占用等 

１ 公開空地等の一時占用 

(1) 次のアからウまでに掲げる基準に適合するものについては、公開空地を一時
占用することができる。 

(ゥ) その他の公共公益に資する行為 

イ 期間 

(ィ) 同一敷地において、年間２回以上（４月１日から翌年３月末日までを１
年とする）占用行為が行われる場合は、全行為の延べ日数が 180 日を超えな
いこと。 

(ゥ) (1)ア(イ)の行為については、上記(ア)及び(イ)は適用しない。 

ウ 面積 

一時占用面積は、原則として当該敷地の公開空地の 25 パ－セント以内とする。 
    (2) （1）により公開空地等の一時占用をしようとする場合、歩道状空地及び貫通

通路にあっては、歩行者が通行可能な部分の幅を原則として２メートル以上確
保すること。その他の公開空地等については、その開放性に配慮して計画する
こと。 

(3)  所有者等又は管理責任者は、(1)により公開空地の一時占用をしようとする
場合、様式６による公開空地の一時占用申請書を区長に提出し、承認を受けな
ければならない。 

(4)  (3)の規定により申請があった場合において、その一時占用が(1)及び(2)の

ア 行為 

  次のいずれかに該当する行為であること。ただし、営利目的で行う行為を除く。 

(ァ) 地域の活性化に寄与する行為 

(ィ) 許可を受けた建築物及びその敷地内にある工作物等に係る建設行為又は管理
行為  

(ァ) 一時占用期間は、１回の行為について 90 日以内とする。 
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基準に適合しているときは、当該申請者に対して、様式６－２による公開空地
の一時占用承認書を交付する。 

２ 公開空地等の活用 

(1) 以下に掲げるものは、１の規定にかかわらず、公開空地等を活用することが
できる。 

ア 活用方針に定めるICT利活用促進に資する通信機器 

イ 活用方針に定める自転車等シェアリングのポート 

(2) (1)により公開空地等の活用をしようとする場合、様式６－４による公開空地
等の活用申請書を区長に提出し、承認を受けなければならない。 

(3) (2)の規定により申請があった場合において、その活用が(1)の基準に適語して
いるときは、当該申請者に対して、様式６－５による公開空地等の活用承認書
を交付する。 

 

第２３ 屋外広告物の表示等 

１ 屋外広告物の設置基準 

マンション建替法容積率許可を受けた建築物及びその敷地に、表示又は設置す
る屋外広告物（屋外広告物法（昭和 24 年法律第 189 号）第２条第１項に規定す
る屋外広告物をいう。） 又はこれを掲出する物件（以下「広告物等」という。）は、
東京都屋外広告物条例（昭和 24 年８月東京都条例第 100 号）に定めるところに
よるほか、次のいずれにも該当するものでなければならない。 

(1) 公衆に対する危害を及ぼすおそれのないものであること。 

(2) 公開空地の機能を害するものでないこと。 

(3) 形状、色彩、意匠が周囲の景観を害するおそれのないものであること。 

(4) 建築物の壁面に設置するものは、別に定める目黒区マンション建替法容積率許
可に係る建築物の高さ等誘導指針及び目黒区景観計画（平成２２年３月策定）の
景観形成基準に適合するなど、都市景観の形成に配慮したものであること。 

(5) 公開空地内においては、次のいずれにも該当するものであること。 

ア 下表に定める数以下であること。ただし、公益上必要と認められる場合
は、この限りでない。 

公 開 空 地 の 面 積 数 

1,000 ㎡以下  ２ 

1,000 ㎡を超え 1,500 ㎡以下  ３ 

1,500 ㎡を超え 2,000 ㎡以下  ４ 

2,000 ㎡を超え 2,500 ㎡以下  ５ 

2,500 ㎡を超え 3,000 ㎡以下  ６ 
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※以下、500 ㎡の区分ごとに１を加えた数とする。 

イ １の広告物等の表示面積の合計は７平方メートル以下であり、かつ、一面の表
示面積は 3.5 平方メートル以下であること。ただし、公益上必要と認められる場
合は、この限りでない。 

ウ 公開空地内の歩行者が通行する部分に表示し、又は設置する場合においては、
下端までの高さは 3.5 メートル以上、上端までは８メートル以下のものであり、
かつ、歩行者の通行上支障がないものであること。 

２ 承認申請等の手続 

(1) 所有者等は、様式７による屋外広告物承認申請書に、別表１ 21 特定行政庁
の指示する図書等の項目に掲げる図書を添えて区長に提出し、その承認を受けな
ければならない。 

(2) (1)の申請があった場合において、申請に係る広告物等の計画が１に定める規
定に適合していると認められるときは、区長は、当該申請者に対して、様式７－
２による屋外広告物承認書を交付するものとする。 

３ 維持管理 

２の規定により承認を受けた広告物等は、次により維持管理するものとす
る。 

(1) 破損、腐食等によって公衆に対し危害を与えるおそれが生じたときは、直ち
に補強すること。 

(2) 汚染、変色又ははく離したときは、直ちに補修し、常に美観を保持するこ
と。 

 

第２４ 指定確認検査機関による確認又は完了検査 

区長のマンション建替法容積率許可を受けた建築計画に係る法第６条の２第
１項の規定による確認（計画変更確認を含む。以下同じ。）又は同法第７条の
２第１項の規定による完了検査を受けようとする場合は、次に定める手続を行
うものとする。 

１ 同法第６条の２第１項の規定による確認を同法第 77条の 18から第 77条の 21

までの 定めるところにより国土交通大臣又は東京都知事の指定を受けた者（以
下「指定確認検査機関」という。）から受けようとする場合は、建築主は、確認を
受けるための書類を指定確認検査機関に提出する前に、目黒区都市整備部建築課
と調整を行うものとする。 

２ 指定確認検査機関が同法第６条の２第１項の規定による確認を行おうとする
場合は、 当該指定確認検査機関は、当該建築計画がマンション建替法容積率許可
の内容に整合していることを確認するために、区長に照会するものとする。 

３ 同法第 7条の 2第 1項の規定による完了検査を指定確認検査機関から受けよう
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とする場合は、建築主は、当該完了検査の前に区長に工事が完了した旨を報告し、
当該工事がマンション建替法容積率許可の内容と整合していることの確認を受
けることとする。 

４ 指定確認検査機関が同法第 7条の 2第 5項の規定により検査済証を交付しよう
とする場合は、３の規定による確認が終了していることを区長に照会するものと
する。 

５ 法第７条の６第１項第２号の規定による仮使用認定を指定確認検査機関から
受けようとする場合は、建築主は、仮使用認を受けるための書類を指定確認検査
機関に提出する前に、目黒区都市整備部建築課と調整を行うものとする。 

６ 指定確認検査機関が法第７条の６第１項第２号の規定により仮使用認定を行
おうとする場合は、当該指定確認検査機関は、当該建築計画がマンション建替法
容積率許可の内容に整合していることを確認するために、区長に照会するものと
する。 

 

付則（平成 30年３月 30日付目都建第 1353号） 

 この実施細目は、平成 30年４月１日から施行する。 

 

付則（令和２年 10月１日付目都建第 1127号） 

（施行日） 

１ この実施細目は、令和２年 10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この実施細目の施行の際、既に許可申請（計画変更の許可申請を含む。）された建築物
及び現に従前の実施細目の規定により計画中の建築物で当該計画中の建築物の建築主の
申出（令和３年 10月 31日までになされたものに限る。）に基づき令和３年 11月 30日ま
でに区長が「計画中の建築物」と認めたもののうち、令和４年７月 31日までに許可を受
けたものについては、なお従前の例による。 

（計画変更の特例） 

３ 前項の規定にかかわらず、施行日前に改正前の実施細目規定により許可を受けた建築
物（前 2項の認定を受けたものを除く。）について施行日以後に計画変更の申請をすると
きは、施行日前に旧要綱の規定によりなされた手続及び処分（計画変更に係る部分を除
く。）は、改正後の実施細目の規定によりなされた手続及び処分とみなして、計画変更に
係る部分について改正後の実施細目の規定を適用する。 

 

付則（令和７年６月 13日付目都建第 440号の２） 

この実施細目は、令和７年６月 13日から施行する。 
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［ 様式類 ］ 

 

様式番号等 
 

名 称 

別表１  ― 許可申請等に必要な添付図書等 

様式１ -１-１ ― 環境性能係数・エネルギーの面的
利用の検討等に関するチェックシ
ート 

様式１ -１-２ ― 建築物環境性能報告書（計画） 

様式１ -１-３ ― 建築物環境性能・EV 及び PHEV

用充電設備・エネルギーの面的利
用報告書（完了） 

様式１-１ -４   EV 及び PHEV 用充電設備の設置に
関するチェックシート  

様式１ -２-１  ― 緑化計画チェックシート 

様式１ -２-２   緑化計画報告書  

様式１ -２-３   緑化完了報告書  

様式１ -３ ― 建築物環境性能報告書（変更） 

様式１ -４ A4 同意を得たことを証する書面 

様式１の２ 70 ㎝× 

100 ㎝
以上 

マンション建替法容積率許可標示板
（公開空地の標示） 

マンション建替法容積率許可標示板
（公開空地及び公共空地の標示） 

マンション建替法容積率許可標示板
（住宅及びサービス付き高齢者向け住
宅等及び子育て支援住宅の標示） 

マンション建替法容積率許可標示板
（緑化の表示） 

35 ㎝× 

15 ㎝

以上※ 

マンション建替法容積率許可標示板 

（一時滞在施設の標示） 

様式２ A4 管理責任者選任届及び誓約書 

様式３ A4 住宅性能各分野別評価予定調書 



 

 

22 

 

様式３の２ A4 管理報告書 

様式３の３ A4 建築物環境性能報告書（改修等）
等） 様式４ A4 公開空地変更申請書 

様式４ -２ A4 公開空地変更承認書 

様式５ A4 屋上緑化等変更申請書 

様式５ -２ A4 屋上緑化等変更承認書 

様式６ A4 公開空地の一時占用申請書 

様式６ -２ A4 公開空地の一時占用承認書 

様式６-４  

 

A4 公開空地等の活用申請書  

様式６-５  A4 公開空地等の活用承認書  

 様式７ A4 屋外広告物承認申請書 

様式７ -２ A4 屋外広告物承認書 

様式８ A3 計画概要書 

様式９  ― 公開空地の質係数確認シート  

様式 10 A3 バリアフリー基準チェックシート  

参考様式１  A4 駅とまちが一体となる取組に関す
る工事完了報告書  

参考様式２  A4 駅とまちが一体となる取組に関す
る工事完了予定報告書  

※設置場所の状況等により、この大きさとすることが著しく不合理と認められる場合
はこの限りではありません。  


